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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
学
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金
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一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
大
学
、
専
門
学
校
等
の
数
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
末
現
在
、
百
三
十
六
校
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
平
成
二
十
年

四
月
と
比
べ
て
九
十
二
校
の
増
加
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
増
加
は
学
生
納
付
特
例
制
度
の
利
用
促
進
に
寄
与
し
て
い
る
も
の

と
認
識
し
て
い
る
。

三
及
び
五
に
つ
い
て

「
厚
生
年
金
保
険
・
国
民
年
金
事
業
年
報
（
平
成
二
十
年
度
）
」
に
よ
れ
ば
、
同
年
度
に
学
生
納
付
特
例
制
度
の
承
認
を

受
け
た
者
の
数
は
約
百
六
十
五
万
人
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
平
成
二
十
年
国
民
年
金
被
保
険
者
実
態
調
査
報
告
」
に
よ

れ
ば
、
学
生
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
学
生
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
の
約
六
割
が
同
制
度
の
承
認
を
受
け
て
お
り
、
同

制
度
は
、
一
定
程
度
、
学
生
の
間
に
定
着
し
て
き
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
大
学
、
専
門
学
校
等
に
お
け
る
学
生
納
付
特
例
の
申
請
代
行
事
務
が
よ
り
効
果
的

・
効
率
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
日
本
年
金
機
構
と
連
携
し
、
大
学
、
専
門
学
校
等
か
ら
の
相
談
に
対
応
す
る
な
ど
の
支
援
を

一



行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
学
生
被
保
険
者
に
お
け
る
年
金
保
険
料
の
滞
納
者
の
実
態
と
し
て
は
、
「
平
成
二
十
年
国
民
年
金
被
保
険
者
実

態
調
査
報
告
」に
よ
れ
ば
、
国
民
年
金
保
険
料
を
全
て
滞
納
し
て
い
る
者
が
学
生
被
保
険
者
全
体
の
十
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、

一
部
を
滞
納
し
て
い
る
者
が
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
者
の
多
く
は
学
生
納
付
特
例
制
度
の
利
用

が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
国
民
年
金
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
学
生
に
対
し
て
保
険
料
の
納
付
を
求
め
る
一

方
で
、
同
制
度
の
利
用
促
進
を
図
る
た
め
、
日
本
年
金
機
構
と
連
携
し
、
大
学
、
専
門
学
校
等
に
対
し
、
学
生
納
付
特
例
の

申
請
代
行
事
務
の
実
施
に
つ
い
て
の
協
力
を
求
め
る
と
と
も
に
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
大
学
、
専
門
学
校
等
や
学
生
へ
の
配

布
、
政
府
広
報
や
市
町
村
広
報
に
よ
る
同
制
度
の
周
知
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

二


